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津山市建設工事等入札ガイドラインの改正について（お知らせ） 

 

 

 

 建設業法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、津山市建設工事等入札ガイド

ラインのうち「１０ 建設工事における技術者等の取扱いについて」の「（２）主任

技術者等」の「（工事現場に配置すべき技術者）」②を下記新旧対照表のとおり改正し

ます。 

 

 

新旧対照表 

現行 改正後 

②監理技術者・・・発注者から直接請け負った

建設工事を施工するために締結した下請契約

の請負代金の額の合計（以下「下請総額」と

いう。）が3,000万円（建築一式工事の場合は

4,500万円）以上となる場合には、特定建設

業の許可が必要になるとともに、主任技術者

に代えて所定の資格を有する監理技術者を配

置しなければなりません。また、当初は主任

技術者を配置した工事で、工事内容の変更等

により、工事途中で下請総額が3,000万円（建

築一式工事の場合は 4,500万円）以上となっ

た場合においても同様の取扱いとします。 

 

②監理技術者・・・発注者から直接請け負った

建設工事を施工するために締結した下請契約

の請負代金の額の合計（以下「下請総額」と

いう。）が4,000万円（建築一式工事の場合は

6,000万円）以上となる場合には、特定建設

業の許可が必要になるとともに、主任技術者

に代えて所定の資格を有する監理技術者を配

置しなければなりません。また、当初は主任

技術者を配置した工事で、工事内容の変更等

により、工事途中で下請総額が4,000万円（建

築一式工事の場合は 6,000万円）以上となっ

た場合においても同様の取扱いとします。 

 

 


